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１【提出理由】 

平成 23 年６月 29 日開催の当社第 118期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融

商品取引法第 24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19条第２項第９号の２に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

（１）当該株主総会が開催された年月日    平成 23 年６月 29 日 

 

（２）株主総会の決議事項 

第１号議案 剰余金処分の件 

１．期末配当に関する事項 

当社普通株式１株につき金３円 

２．その他の剰余金の処分に関する事項 

① 減少する剰余金の項目とその額 

繰越利益剰余金  400,000,000 円 

② 増加する剰余金の項目とその額 

別途積立金    400,000,000 円 

第２号議案 取締役９名選任の件 

取締役として、新家康三、立田康行、中野金一郎、金野誠一、武田良一、平野信一、西

谷伸一、新家啓史及び菊知克幸の９氏を選任するものであります。 

第３号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件 

平成 20年６月 27日開催の当社第 115期定時株主総会で承認された当社株券等の大規模

買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部を変更したうえで継続するものであります。 

 

（３）株主総会決議事項に対する結果等 

株主総会 

決議事項 

賛成 

（個） 

反対 

（個） 

棄権 

（個） 

出席議決権数 

（個） 

賛成率 

（％） 

可決 

要件 

決議 

結果 

第１号議案 33,851 96 0 36,988 91.52 (注)１．① 可決 

第２号議案      (注)１．②  

新家 康三 33,411 540 0 36,992 90.32  可決 

立田 康行 33,864 87 0 36,992 91.54  可決 

中野金一郎 33,871 80 0 36,992 91.56  可決 

金野 誠一 33,872 79 0 36,992 91.57  可決 

武田 良一 33,872 79 0 36,992 91.57  可決 

平野 信一 33,863 88 0 36,992 91.54  可決 

西谷 伸一 33,859 92 0 36,992 91.53  可決 

新家 啓史 33,865 86 0 36,992 91.55  可決 

菊知 克幸 33,870 81 0 36,992 91.56  可決 

第３号議案 29,842 4,111 0 36,994 80.67 (注)１．① 可決 



（注）１．① 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数であります。 

② 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（46,705 個）の３

分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 

２．出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の

議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。

従いまして、後記（４）のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄

権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。 

 

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認がで

きたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各

個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の

数は含まれておりません。 

 

以上 




